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第１章 策定の趣旨 

これまで鯖江市では、行財政改革を市政運営の最重要課題と位置付け、２００５年（平

成１７年）には鯖江市行財政構造改革プログラム、２０１４年（平成２６年）には鯖江市

行財政構造改革アクションプログラム、２０１５年（平成２７年）には鯖江市まち・ひ

と・しごと創生総合戦略、そして現在の第２期鯖江市まち・ひと・しごと創生総合戦略に

至るまで、持続可能な市政運営の確立に向けた取り組みを着実に推進してきました。 

そうした中で、コロナ禍をきっかけとした市民生活や社会システムの変容、ロシアによ

るウクライナへの軍事侵攻や円安などの影響による物価の高騰など、本市を取り巻く環境

は、依然として厳しい状況にあります。 

また、今年１月に能登半島地震が発生したことにより、大規模災害の発生時には、初動

体制を含め、行政に求められる役割が非常に大きなものであることが、改めて認識されま

した。 

一方、本市では、増加傾向を保っていた人口が、２０１９年（平成３１年）１月の

６９，４６９人をピークに減少局面に突入し、将来的な歳入不足や人材不足に陥ることが

懸念されます。また、業務面において、行政に求められる市民ニーズは、年々多様化・高

度化するとともに、急変する社会経済情勢に対応するため、毎年のように給付金などの突

発的に緊急的に対応しなければならない業務が発生し、職員一人ひとりが担う業務量が増

加しています。さらに、根強いアナログ文化やデジタル化に対応できる人材の不足等の理

由により、業務のデジタル化が進まないなど、喫緊の課題が山積しています。 

このような状況を受け、本市では、業務効率の向上を目的とした情報管理システムの開

発やコミュニケーションツールとしての Microsoft Teams の導入、ChatGPT などの生成 AI

や新しいデジタル技術を活用した業務の自動化の研究、職場環境の課題解決に向けた「鯖

江市役所ワクワクプロジェクト」の立ち上げに取り組むなど、すぐに取り掛かれるところ

から行政改革に努めてきました。 

これらの行政改革を単発で終わらせることなく、「チームさばえ」として市役所一丸と

なって計画的に推進することにより、全ての職員が笑顔で誇りを持って働いていくための

基本的な指針として、本大綱を策定します。 
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第２章 鯖江市の現状 

１ 人口の推移 

鯖江市では、１９５５年（昭和３０年）の市制施行以来、順調に人口増加が続き、

２０２０年（令和２年）の国勢調査においては福井県内の市町で唯一、前回調査時より

人口の増加を記録したところでありますが、住民基本台帳登録者数で見ると、２０１９

年（平成３１年）１月の６９，４６９人をピークに減少に転じ、２０２３年（令和５年）

１２月では６８,３９０人と、前年同時期と比較しても減少しており、本格的な人口減

少が始まっています。また、２０２３年（令和５年）１２月に公表された国際社会保

障・人口問題研究所の推計によると、２０５０年には総人口が５８，７４９人まで落ち

込むと予測されており、人口減少による人材不足や地域経済の縮小に伴う歳入不足など

が懸念されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 職員数の推移 

職員数の推移について、正職員数は１９９９年度（平成１１年度）には４８０人でし

たが、鯖江市行財政構造改革プログラム、行財政構造改革アクションプログラム等の行

財政改革に基づいて削減を進め、２０１８年度（平成３０年度）には３９３人まで減少

しました。その後、再任用職員制度導入の影響もあり、２０２３年度（令和５年度）で

は４０８人となっています。２４年間で１５％の削減率となっています。また、総務省

が２０２３年（令和５年）３月に公表した「類似団体別職員数の状況（令和４年４月１

日現在）」によると、産業構造や人口規模による類似団体「Ⅱ－２」の７８団体におい

て、鯖江市が最も少ない職員数となっており、全国的にみても職員数が少ない状況がう

かがえます。 
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３ 業務量の見通し 

（１） 事務事業数の推移 

業務量の見通しとして、まず、事務事業数の推移を見ると、２０１５年度（平成

２７年度）から２０２２年度（令和４年度）まで、全体的に微減傾向が見られま

す。これは、新規事業の増加に対し、事業の統合や廃止が上回ってきたと分析でき

ます。しかし、２０２３年度（令和５年度）においては、一転増加しています。こ

れは、２０２２年度（令和４年度）に、政策的に新規事業を多く創出したためと考

えられます。 

全体的に見ると、一定程度の事業の整理は進んでいるものと考えられ、今後、大

幅な減少は見込めない状況であると考えられます。事務事業は、社会的なニーズや

課題解決のために実施される性質のものであるため、様々な社会課題が山積してい

る状況を踏まえると、今後増加していくことが想定されます。なお、この事務事業

数には、単年度で完結する給付金事務や１回限りのイベントなどの単年度事業を含

んでいないため、実際の事務事業数はより多いものと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 超過勤務時間の推移 

次に、職員の超過勤務の状況を職員一人当たりの平均で見ると、２０１４年度

（平成２６年度）には年間１３５時間、２０２２年度（令和４年度）には年間１９４

時間となっています。年度により差異はありますが、全体的には増加傾向が見られ

ます。超過勤務と業務量の多寡には相関性があると考えられ、事務事業数だけでは

推し量ることができない一人当たりの実質の業務量が増加しているといえます。 

一定程度の超過勤務はやむを得ないと考えられますが、部署によっては月間１０

０時間を超える超過勤務が発生しており、過剰な超過勤務は職員の心身の健康を損

ね、ひいては業務の停滞を引き起こす要因ともなります。 
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※この値は平均値であり、母数には休職職員が含まれています。また、管理職は超

過勤務の対象外です。 

 

（３） 民間活力の利活用状況 

限られた財源と職員体制の中、市民サービスをより効率的・効果的に提供するた

めには、民間活力を利活用していく必要があります。民間活力の利活用状況につい

ては、まず、窓口業務の業務委託について、市民窓口課と上下水道課において実施

してきましたが、市民窓口課の窓口業務については、基幹システムにおける情報シ

ステム標準化に伴う対応が必要なため、令和６年４月からは市直営になる予定です。 

次に、鯖江市の財産である市民力を活かした提案型市民主役事業による業務委託

については、行政および市民団体の双方に定着しており、一定の水準で安定して実

施されています。 

また、企業、団体、学校、学生らと連携して進める連携事業については、２０２４

年（令和６年）１月現在、特定の事業、分野を対象とした「個別連携協定」として、

防災関係で７８の企業・団体と、地域の見守り活動とで３５の企業・団体と、デジ

タル関係で１の企業と協定を締結しています。「災害支援」「地方創生」「ＳＤＧｓ

推進」等、複数の事項において連携する「包括連携協定」については、１９の企

業・団体と協定を締結しています。 
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（４） 電子的な手続きの利用状況 

申請や施設予約などにおける電子的な手続きの利用の状況については、２０２１

年度（令和３年度）に、専門的な技術を必要とせず電子的な手続きが作成できる

「LoGo フォーム」を導入したことにより、大幅に件数が増加しています。 

しかし、「LoGo フォーム」が導入されてから日が浅いこともあり、未だ電子化

されていない行政手続きは相当数存在しています。 

本市では「LoGo フォーム」の職員研修会を実施するなど、職員の「LoGo フォ

ーム」への理解・操作の習熟は進んでおり、電子的な手続き件数は、今後も増加

していくことが予想されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ ヒアリングの実施 

大綱策定に当たり、各部署にヒアリングを次のとおり実施しました。このヒアリング

を通し、現場からの課題や改善の提案などを類型化した上で、行政改革に必要な要素を

加え、基本方針を作成しました。 

・ヒアリング実施期間 令和５年７月２４日から９月２０日まで 

・ヒアリング対象   市長部局・教育委員会・議会事務局・監査委員事務局 

・ヒアリング項目   業務の適正化・職員の適正化・業務の自動化に関し、現状・課

題・改善の提案など 
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第３章 行政改革大綱の策定について 

１ これまでの鯖江市の行政改革 

これまで鯖江市が策定してきた上位計画である、鯖江市基本構想（第１次・第２

次）、鯖江市基本計画（第３次～第５次）、鯖江市まち・ひと・しごと創生総合戦略（第

１期・第２期）においては、時代の傾向はあるものの一貫して行政の合理化・効率化を

施策として掲げてきました。 

また、行政改革に関する比較的新しい計画として、鯖江市行財政構造改革プログラム

（第１次・第２次）、鯖江市行財政構造改革アクションプログラムが策定されてきまし

た。これらの計画は、市債残高が上昇し硬直化した財政状況を改善するための行政改革

であったため、人件費削減のための定数管理が主なものであったものの、事務事業の見

直し、民間活力の活用、職員の意識改革と能力の向上、行政が保有するデータの利用に

も言及していました。 

なお、直近の鯖江市行財政構造改革アクションプログラムにおいて設定された、財政

健全化判断比率、財政指標、財政調整基金の年度末残高、市債残高、市税の収納率、職

員数などの各目標値は、市債残高について目標値を若干下回ったものの、市債残高以外

の目標値は達成されました。計画期間終了後も堅実路線を継続した結果、２０２２年度

（令和４年度）決算での公債費は、ピーク時の約５９％にまで改善するなど、鯖江市の

財政は健全化が進んでいます。 

 

２ 行政改革大綱の策定について 

第２章で述べた鯖江市の現状を踏まえ、市民ニーズが多様化・高度化する中、限られ

た職員数で最大限の成果を発揮できるよう、事務事業評価制度をはじめ、人材の育成、

デジタル技術の利活用等をもって、職員一人ひとりの負荷を軽減しつつ事業の質をより

良いものに転換し、市民の利便性向上と事務の更なる効率化を図ることを目的として、

「業務の適正化」「職員の適正化」「業務の自動化」を柱とする、行政改革大綱を策定し

ます。 

 

３ 行政改革のスローガン 

「みんなの笑顔で、かわる市役所」 
鯖江市では、市民と職員の協働を推進し、『笑顔あふれる「めがねのまちさばえ」～

人が集い・輝き・挑戦するまち～』の実現を目指しています。そのまちとは、誰もが過

ごしやすくて、誰もが働きやすい、活気があり、希望や夢が持て、人々が集まってくる

地域社会のことです。 

職員誰もが、その目標に向け日々業務にまい進していますが、まずは、職員自身が過

ごしやすくて、働きやすい、活気があり、希望や夢が持てるような職場となることが必

要です。そして、職場がかわることにより、笑顔で働く職員が増え、より前向きに業務

に取り組むことができるようになり、笑顔あふれる市役所にかわります。 

そして、職員がより良い業務になるよう取り組むことが、市民の笑顔につながり、そ

の市民の笑顔が職員の笑顔につながるという、好循環が生まれ、『笑顔あふれる「めが

ねのまちさばえ」』が実現します。 
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≪参考資料≫これまでの鯖江市の行政改革 
種
類 

計画名 策定時期 行政改革に関する内容 

上
位
計
画 

鯖江市基本構想 昭和４８年３月 
職員の適正配置、組織の検討、電子計算組

織の導入、行政広域化、コミュニティ（地

域連携社会）の展開 

第２次鯖江市基本構想 昭和６０年１２月 行財政改革の推進、広域行政の推進 

第３次鯖江市総合計画 平成９年３月 
事務事業の見直し、組織・体制の整備、 

事務処理の効率化、人事管理の適正化、 

行政の透明化の推進、財政基盤の強化 

第４次鯖江市総合計画 平成１８年３月 
目的と成果を重視した行政の推進、行政組

織の適正化、職員の政策能力の向上、行政

情報の電子化の推進、民間活力の活用 

第５次鯖江市総合計画 平成２２年３月 
情報共有、電子自治体、職員、総合窓口、

行政運営、市政参画 

第５次鯖江市総合計画
改訂 

平成２７年３月 
情報共有、電子自治体、職員、総合窓口、

行政運営、市政参画 

鯖江市まち・ひと・ 
しごと創生総合戦略 

平成２７年１０月 
データ公開、アプリ活用の推進 

市民主役の推進 

第２期 
鯖江市まち・ひと・ 
しごと創生総合戦略 

令和２年３月 

市民主役の推進 

デジタルガバメントの実現、データの利活

用 

職員の政策能力向上、窓口サービスの向上 

効率的な行政運営 

行
政
改
革
に
関
す
る
計
画 

行政改革大綱 昭和６０年度 資料なし 

行政改革大綱 平成７年度 資料なし 

鯖江市行政改革大綱 
（改定版） 

平成１０年度 資料なし 

鯖江市行財政構造改革 
プログラム 

平成１７年７月 
施設整備、事務事業のスクラップアンドビ

ルド、定員管理・給与適正化、人材育成、

民間活力の活用、公共施設有効活用 
鯖江市行財政構造改革 
プログラム改定 

平成１８年１１月 平成２２年度職員数 ４１３人 

鯖江市行財政構造改革 
プログラム第２次改定 

平成２０年１１月 
平成２２年度職員数 ４１３人（変更な

し） 

第２次 
鯖江市行財政構造改革
プログラム 

平成２２年４月 

事業の選択と集中、民間活力の活用、市民

との連携・協働の推進、情報の共有化 

職員の意識改革と能力の向上、業務改善、

効率的な組織・機構の整備、少数精鋭体制

の推進 

歳出の合理化（超過勤務手当の縮減） 

鯖江市行財政構造改革 
アクションプログラム 

平成２６年２月 

行政評価システム、指定管理者制度、 

データシティ鯖江の推進、自治体クラウド

の推進と社会保障・税番号制度への対応 

効率的組織運営と業務改善、人事管理の推

進、職員研修と市民協働の実践 

平成２９年度職員数 ４００人以下 
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第４章 課題および基本方針 

１ 業務の適正化 

最適なサービスを持続的に提供し続けるためには、業務を適正化していく必要があり

ます。課題として、事務事業そのものについて、効率が低いもの、手段やサービスの水

準が最適化されていないもの、他事業との連携が必要なもの、事業効果の低いものがあ

る点が挙げられます。また、組織構成が最適化されていないことや組織間の連携不足よ

り業務が非効率的であったり適正なサービスが提供されていないことも挙げられます。

さらに、人的資源不足や多様化・高度化する市民ニーズに対し、職員のみで対応してい

くことに限界がある点も挙げられます。 

業務の適正化のために、事務事業を見直すことにより、サービス水準を向上させなが

ら業務の効率化を進めます。また、組織を見直すことにより、庁舎配置を含め最適な組

織構成にするとともに、部署間の連携を強化します。さらに、民間活力を活用すること

により、業務の効率化を進めるとともに、行政のみでは実現できない協働によるサービ

スの提供に取り組みます。 

また、業務の適正化が、職員に時間的な余裕を生み、新たなことにチャレンジする機

会を創出します。 

 

（１） 事務事業の見直し 

社会経済情勢が急激に変動し、市民ニーズが多様化・高度化する中、限られた資

源を最大限に活用して事務改善を行い、市民の利便性向上と業務の更なる効率化を

図る必要があります。 

事務事業の見直しについては、業務プロセスの見直し、手段・サービス水準の見

直し、他事業との連携、事業の統合・廃止・休止に取り組むことにより、市民への

サービス水準を向上しつつ、業務の効率化を図ります。 

 

（２） 組織の見直し 

組織に関する課題は、日々変化していく市民ニーズに機動的に対応するために、

組織構成の最適化が求められていること、組織的な連携が必要であることというソ

フト的な側面と、市民にわかりやすく効率的な業務を行うために、庁舎内の物理的

な配置の最適化が求められるというハード的な側面があります。 

組織の見直しという観点では、機構改革を実施し、組織間連携を強化することに

より、新たに発生する課題に対応する担当部署を設定し、かつ複数部署に関連した

業務に的確に対応することが可能になります。また、庁舎配置を最適化することに

より、市民にわかりやすい窓口配置と業務効率の向上が期待できます。 

 

（３） 民間活力の活用 

求職者の減少や早期退職により人的資源が十分に確保できない状況や多様化・高

度化する社会問題に対して、職員のみで対応していくことには限界があり、市民サ

ービスの低下を招く可能性があります。 

単純労務作業や定型的な窓口業務については、アウトソーシングの導入を推進す

ることとし、専門的な知識の必要な施設管理業務については、指定管理者制度を活

用するとともに、施設整備については、PFI 等手法も研究する必要があります。ま

た、鯖江市の財産と言える高い市民力を活用した提案型市民主役事業や、民間企業

との連携協定を活かし、協働による市民サービス向上にも取り組む必要がありま

す。これらの取り組みを通して、限られた人的資源を政策立案など創造的なコア業

務に集約することができ、より良い市民サービスの提供に繋がります。  
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２ 職員の適正化 

職員に関する課題として、個人の能力およびモチベーションの不足、病休・長期休職

者、職員数不足および職員構成の偏り、人員配置の偏りにも起因する過重な超過勤務等

が挙げられます。 

職員の質の向上、職員数の管理、適材適所の人員配置の観点から職員の適正化に対応

することにより、職員が誇りを持って働くことができる職場にかわります。 

 

（１） 職員の質の向上 

職員の質をより向上させる必要があります。そのためには計画的な人材育成が必

要です。人材育成のためには、職員のモチベーションを高めつつ、スキルアップし

ていくことが必要ですが、人事評価制度や処遇に関する不満が聞かれ、職員のモチ

ベーションが低下している状況です。職員のモチベーションの低下は、スキルアッ

プに対する意欲低下や職場への定着性の低下にもつながることから、対応が必要で

す。また、職員の質を保つためには、心身が健康であることが不可欠です。職員が

健康を損ね病休や休職となることは、本人の業務が滞るのみならず、業務を補完す

る必要が生じるなど、同僚の負荷が増大する要因となります。 

まず、計画的な人材育成のため、人材育成基本方針を改定します。また、職員のモ

チベーションを高めるためにも、人事評価制度を適正に運用するとともに、職員の

家庭状況に応じた多様な働き方にも対応した働きやすい職場環境を整備していきま

す。このほか、組織目標の共有化や風通しの良い職場づくりを通し、地元さばえを

愛する心「さばえ愛」を醸成し、職員のエンゲージメントを向上させていきます。

あわせて、職員の健康状態を把握し、病休や長期休職となることを予防するための

対策も実施します。 

 

（２） 職員数の管理 

鯖江市は、類似自治体と比較しても極めて少ない正職員数で業務に当たってきま

したが、少なすぎる職員数は、慢性的な長時間労働や、それに伴う健康状態の悪

化、業務の属人化、災害発生時などにおける緊急対応の遅れに繋がります。また、

職員の年齢構成にばらつきがあり、業務の中核を担う中間年齢層が少なくなってお

り、職員の経験不足によるミスの発生や業務の承継が困難になることが想定されま

す。さらに、公務員のなり手不足が近年顕著になっており、本市においても職員募

集に対する申込数の低下が見られ、必要十分な人材が集まりにくくなっています。 

これらの状況に対応するため、まず、定年引上げに伴う職員増を見込むととも

に、一定の新規採用者の確保による段階的な増員を行うため、定員管理方針にお

ける、２０２７年（令和９年）４月時点の目標定員数を４２０人とした上で、計画

的な職員採用により人員的・年齢構成的に持続可能な職員構成とし、災害発生など

の非常時にも対応できる体制の確保を図ります。また、職員の処遇を改善すること

により、職場の魅力を上げ、公務員のなり手不足問題に対応します。 

 

（３） 適材適所の人員配置 

人員配置については、４月の定期異動によるものが基本となっていますが、定期

異動で吸収できない職員配置の偏りにより、職員の超過勤務が発生していると考え

られます。超過勤務については、管理職についても把握する必要がありますが、す

べてを把握できていないのが現状です。また、管理職、専門職等については、それ

ぞれの職階や職種による役割分担が明確ではなく、管理職のマネジメント不足、専

門職の事務処理スキルの未取得、職員間の業務の偏り等の問題が発生しています。 
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引き続き、定期の人事異動による最適な人員配置に努めるとともに、超過勤務の

実態や季節的な事務量、突発的な事務の発生等を把握し、必要に応じて、定期以外

の人事異動を導入します。また、職階や職種による役割を明確にし、最適な事務分

担とすることで、特定の職員に業務が集中することを抑制し、組織として効率的に

業務遂行できる体制を整えます。 

 

３ 業務の自動化 

人的資源が限られている中、増加していく業務を効率的に行っていくためには、業務

の自動化は必須となってきます。 

業務を自動化するためには、手続のデジタル化による申請内容のデータ化、内部事務

のデジタル化および自動化ツールの活用が必要です。また、それらの取り組みを達成す

るためには、デジタル人材の育成や外部人材の登用が必要となります。 

業務の自動化は、業務効率化による時間的な余裕を生み出すことや、新技術を利用し

たこれまでにないサービスを創出することにつながります。 

 

（１） 手続きのデジタル化 

オンライン手続き・申請ができる種類がまだ限られている状況です。また、高齢

者などデジタル技術の利活用ができていない方については、手続きのデジタル化が

進んだとしても利用が進まないという問題があります。 

手続きや申請のデジタル化を進めることにより、データ化およびデータの活用に

ついて効率化を図ります。また、高齢者などのデジタルデバイドの問題を解消する

ことにより、オンライン申請の活用を推進します。 

 

（２） 内部事務のデジタル化、情報システムの最適化 

紙ベースで資料を共有したり、紙決裁がいまだ多い状況であり、業務効率化の妨

げになっています。また、内部情報システムについては、システム内のデータ連携

やシステムから出力されたデータの活用が難しい状況にあり、業務の自動化を阻む

原因となっています。 

情報共有ツールの活用や電子決裁を増やしていくことにより、情報共有や意思決

定の効率化を図ります。また、内部情報システム等の見直しを行い、システム内の

データの活用が容易になるよう最適化を図ります。 

また、令和７年度に実施する自治体情報システムの標準化・共通化に向けて、業

務手順の見直しが必要になるとともに、そのデータを使用する情報システムについ

ても見直しが必要となります。 

業務手順のマニュアル化を図るとともに、情報システムの見直しにあたっては、

既存ツールの活用およびシステムの導入による業務の自動化と効率化を図ります。 

 

 

 

（３） デジタル人材の育成 

人的資源が限られている中、業務の自動化を行うためには、デジタル人材の育成

は急務となっています。また、内部の人材だけではできることに限界があります。 

デジタル人材を育成するため、意識改革や計画的なハンズオンでの研修の開催な

どサポート体制の充実を図ります。また、デジタル化および自動化に精通した外部

人材を登用し支援してもらうことにより、内部人材の育成を図ります。 
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（４） 新たな技術の研究・活用 

業務の自動化が進まないことにより、事務処理上のヒューマンエラーが発生した

り、オープンデータが最新の情報に更新されにくい状況があります。 

新たな手法の研究や今まで利用していないツールの活用を行うことにより、自動

化を図るとともに業務の効率化を進めます。 

 

（５） 全庁的な自動化推進の取り組み 

業務の自動化を推進するためには、デジタル技術のみならず、業務プロセスの見

直しや人材育成も必要なことから、全庁的に取り組む必要があります。 

職員それぞれが業務自動化における役割を理解することにより、業務プロセスの

見直しや人材育成に向けて全庁的に取り組んでいきます。 

 

第５章 対象期間・実施計画・推進体制 

１ 対象期間 

本大綱が対象とする期間については、令和６年度から令和１０年度までの５年間とし

ます。 

 

２ 実施計画 

本大綱を推進するため、別記の実施計画を進めます。なお、今後の技術革新等によ

り、新たに効果的な手法を取り入れられる場合等には、随時追加・修正していくことと

します。 

 

３ 推進体制 

本大綱の推進に当たっては、総務部長を本部長とする鯖江市行政改革推進本部が中心

となって、全庁体制で取り組みます。なお、進捗状況や新たに発生する課題等について

は、鯖江市行政改革推進委員会を設置し適正に管理すると共に、適宜広報紙やＨＰなど

を通じて広く公表することとし、市民からの御意見や御提案を反映させていきます。 
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別記の実施計画 

項

目 
実施計画 内容 具体的手法 対応見込期間 現状値 目標値 

１ 

業
務
の
適
正
化 

（１）事務事業の見直し 
事務事業評価の内部評価結果

におけるＡランクの率 

 
業務プロセス

の見直し 

業務実態を把握し分析したうえで、業務プロセ

スを見直し、業務の効率化や省力化を進めてい

きます。特に、業務の標準化を進めることによ

り、属人化の防止、生産性の向上、労働時間の削

減やミスの減少、自動化やアウトソーシングへ

の対応が可能になります。 

・アナログ規制の見直し 

・文書管理の見直し 

・事務事業評価の活用 

Ｒ６～Ｒ１０ 令和５年度 

８２％ 

令和１０年度 

８２％ 

 

手段・サービ

ス水準の見直

し 

市民アンケートや語る会などを通して、市民の

声や意見を収集し、市民ニーズの変化の傾向や

要因、市民満足度の現状や課題などを分析しま

す。そして、市民ニーズの把握と分析の結果に

基づき、サービス内容の優先順位や配分、提供

方法などを検討することにより、サービスの適

正化が図られます。 

・市民アンケートの実施 

・各種団体との語る会の

開催 

・事務事業評価の活用 

Ｒ６ 

 

他事業との連

携 

他の部署との関係や連携の視点を持つことによ

り、情報やノウハウの共有やコミュニケーショ

ンの機会が増え、職員の知識やスキルが向上す

るとともに、より効率的で効果的な事業の展開

を図ります。 

・職員の他部署への派遣

事業 

・事務事業評価の活用 

Ｒ６～Ｒ１０ 

 

事業の統合・

廃止・休止 
効果の低い事業や類似した事業、役割を終えた

事業については、見直しを行い他の事業との統

合や廃止、休止するものとします。また、行政計

画については、国の行政計画に対する対応を注

・ビルドアンドスクラッ

プ 

・各種計画の体系化や統

廃合 

・事業廃止のルール化 

Ｒ６ 
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項

目 
実施計画 内容 具体的手法 対応見込期間 現状値 目標値 

視しつつ、市が策定した行政計画の全体像を把

握し、行政計画の整理を行います。 

・事務事業評価の活用 

（２）組織の見直し 政策会議の開催数 

 

機構改革 機構改革により、新たに発生する課題に対応す

る担当部署を設定し、政策的に重点的に取り組

む分野を強化する等、柔軟に組織を変化させ対

応します。 

・機構改革 Ｒ６～Ｒ１０ 令和５年度 

１９回 

令和１０年度 

２０回 

 

組織間連携の

強化 
部署間での情報共有を進め、役割分担や窓口を

確認する等、組織連携を強化します。 

・政策会議の開催 

・共通窓口の設置 

・連絡調整課の役割確認 

Ｒ６～Ｒ１０ 

 

庁舎配置の最

適化 

市民に対してわかりやすく、かつ職員が業務を

行いやすい庁舎配置を検討します。やむを得ず

窓口が分散する場合、来庁者に対し適切な案内

をすることで対応します。また、部署内での意

思疎通や情報共有のため、情報共有ツールを積

極的に活用することで、連携を密にします。 

・ワンストップサービス 

・窓口の集約 

・庁舎配置の見直し 

・フリーアドレス 

Ｒ６～Ｒ１０ 

（３）民間活力の活用 提案型市民主役事業採択数 

 

アウトソーシ

ングの推進 

原則としてアウトソーシングを推進し、人的資

源をコア業務に集約させていきます。また、事

業者と協働しながら将来的なアウトソーシング

の受け皿となるよう育成していきます。 

・アウトソーシング可能

業務の洗い出し 

・団体への運営支援 

Ｒ６～Ｒ１０ 令和４年度 

３５件 

令和１０年度 

４０件 

 

提案型市民主

役事業化制度 

「市民主役で日本一活気あるまち」の実現に当

該制度の充実は不可欠です。行政が実施してき

た事業をそのまま担い手を変えるのではなく、

市民が誇り、やりがいおよび楽しみをもって参

画できる事業を創出します。 

・事業化制度スキームの

改善 

・行政・市民双方の制度

理解への推進 

Ｒ６～Ｒ１０ 



１５ 

 

項

目 
実施計画 内容 具体的手法 対応見込期間 現状値 目標値 

 

指定管理者制

度 

指定管理者との情報共有を強化し、必要な支援

を適宜行っていきます。また、指定管理者候補

者の募集条件を見直すことにより、新規参入し

やすい環境を整備します。 

・モニタリングによる情

報共有 

・募集要項の見直し 

Ｒ６ 

 

民間との連携 災害支援等の個別連携協定、包括連携協定等に

よる民間との連携を進め、民間の専門的かつ柔

軟な能力を活用します。 

・連携協定の締結 Ｒ６～Ｒ１０ 

 
ＰＦＩ等の検

討 

民間資金を活用した公共施設の整備や公共サー

ビスの提供手法を検討します。 

・ＰＦＩ等手法の研究 Ｒ６～Ｒ１０ 

２ 

職
員
の
適
正
化 

（１）職員の質の向上 男性育児休業取得率 

 

人材育成基

本方針の改

定 

複雑・多様化した課題や市民ニーズに的確に対

応できるよう、公務員としての基本的な心構え

を始め、職員の能力や意識を向上させるため、

人材育成基本方針を改定し、計画的な人材育成

に取り組みます。 

・研修の充実・体系化 

・資格取得助成 

Ｒ６ 令和４年度 

１００％ 

令和１０年度 

１００％ 

 

人事評価制

度適正な運

用 

人事評価制度の適正な運用を行い、メリハリの

ある評価をすることにより、職員のモチベーシ

ョンを高めます。また、処分を受けた職員につ

いては、アフターフォローを行うことにより、

モチベーションを回復させます。 

・人事評価制度の適正運

用 

・処分制度の適正運用 

Ｒ６～Ｒ１０ 

職員カウンセリングにおいて 

「鯖江市役所で働いているこ

とを知人に自信をもって話す

ことができる」と答えた割合 

令和５年度 

５６％ 

令和１０年度 

８０％ 

 

働き方改革 育休・養育休暇等の子育てに関する休暇・休業

の取得率を上げると共に、休暇・休業取得の際

の職員の補充についても十分に配慮します。テ

レワーク、時差出勤、フレックスタイム制を積

・男性育児休業取得促進 

・テレワーク推進 

・フレックスタイム制度

導入 

Ｒ６～Ｒ１０ 



１６ 

 

項

目 
実施計画 内容 具体的手法 対応見込期間 現状値 目標値 

極的に導入し、感染症対策のための分散勤務に

も対応した多様な働き方を可能にします。 

 

エンゲージ

メント（職

場への愛着

心）の向上 

職員のエンゲージメント（職場への愛着心）向

上のため、組織ぐるみで目標を共有します。ま

た、自由な意見交換ができるよう職場の雰囲

気・風通しを改善します。鯖江市の職員とし

て、地元さばえを愛する心「さばえ愛」の醸成

に取り組みます。 

・アンケート 

・カウンセリング 

・職員間の交流促進 

・共済会事業 

・組織目標の共有 

Ｒ６～Ｒ１０ 

 

健康状態の

把握 

病休・病気による長期休職を予防するために、

カウンセリング等の相談体制を充実させ、職員

の健康状態を十分に把握します。また、病休等

による欠員発生時には状況に応じて職員の補充

を行い、周囲への負荷の上昇を抑えると共に、

病休者および長期休職者の復職を支援します。

更に、病休者の対応については所属長にカウン

セリングを実施し、適切な接し方が取れるよう

にします。 

・自己診断 

・カウンセリング 

・復職支援 

・代替職員の補充 

・共済会事業 

Ｒ６～Ｒ１０ 

（２）職員数の管理 職場の魅力発信 

 

職員定数の見

直し 

定年引上げに伴う定員管理方針において、令和

９年４月時点の目標定員数を４２０人とし、計

画的な職員採用により持続可能な職員構成とし

ます。 

・人事ヒアリング Ｒ６～Ｒ１０ 令和５年度 

１種類 

令和１０年度 

３種類 

 

職員採用計画 採用試験での年齢要件の緩和、多様な試験方式

の採用、最適な試験の実施時期の検討や、イン

ターンシップ制度の導入等により、対外的なイ

・試験方式の見直し 

・インターンシップ制度 

・職場の魅力発信 

Ｒ６ 



１７ 

 

項

目 
実施計画 内容 具体的手法 対応見込期間 現状値 目標値 

メージアップを図り、採用希望者の増加に繋げ

ます。 

 

処遇の見直

し 

職員の処遇を改善することにより、わかりやす

く職場の魅力をアピールすることができ、専門

職を含めた希望者の増加に繋げます。併せて現

職の職員のエンゲージメントの向上に繋げま

す。 

・人事ヒアリング Ｒ６～Ｒ１０ 

（３）適材適所の人員配置 管理職研修の実施回数 

 

人事異動 定期的に人事異動を行うことにより、幅広い知

見と経験によるオールラウンドに活躍できるゼ

ネラリストを育成できるよう努めます。また、

部署単位での年齢、人数、経験年数等を考慮し、

４月の定期異動を基本としつつ、各部署の業務

の状況を適切に把握しながら、状況によっては

随時の異動も取り入れていきます。 

・ジョブローテーション 

・人事ヒアリング 

Ｒ６～Ｒ１０ 令和５年度 

１回 

令和１０年度 

３回 

 

超過勤務の状

況把握、抑制 

管理職を含めた時間外勤務の実態を的確に把握

すると共に、業務量に応じた人員配置の最適化

や業務改善・ＤＸ推進により、超過勤務を抑制

します。 

・超過勤務時間の把握 

・人事ヒアリング 

Ｒ６～Ｒ１０ 

 

管理職の役割

再確認 

管理職の役割を再確認し、管理職に必要な能力

を明確化します。管理職の処遇を改善し、管理

職となることの魅力を増すことにより、管理職

を目指す職員を増やし、ひいては管理職の質の

向上を図ります。 

・管理職研修 Ｒ６～Ｒ１０ 

 
専門職の役割

再確認 

専門職の処遇を改善し、魅力を上げることによ

り、採用数を確保します。また、専門職の役割を

・ジョブローテーション Ｒ６～Ｒ１０ 



１８ 

 

項

目 
実施計画 内容 具体的手法 対応見込期間 現状値 目標値 

再確認し、専門職が専門的な業務に専念できる

ように配慮しつつも、一定の事務処理スキルを

取得することができるよう、計画的な人事異動

を実施します。 

３ 

業
務
の
自
動
化 

（１）手続きのデジタル化 
オンライン手続き可能率 

オンライン申請率 

 

手続き・申請

のデジタル化

推進（オンラ

イン申請、オ

ンライン窓

口） 

手続きや申請をデジタル化することにより、シ

ステムへの入力作業を省力化し処理の効率を向

上させるとともに、窓口の混雑の解消を図りま

す。また、オンライン窓口を拡充することによ

り、来庁せずとも相談や手続きのサポートがで

きるようにし、窓口の混雑の解消を図ります。

また、窓口での手続き・申請においても、デジタ

ルツールを活用することにより、データ化およ

びデータの活用について効率化を図ります。 

・LoGo フォーム 

・福井県電子申請システ

ム 

・ぴったりサービスの活

用 

・オンライン窓口の拡張 

Ｒ６～Ｒ１０ 令和４年度 

２７．０％ 

３４．８％ 

令和１０年度 

６０．０％ 

５０．０％ 

 

デジタルデバ

イドの解消

（市民向け） 

高齢者等デジタル技術の利用が苦手な市民に対

し、電子機器や電子的なサービスの利用方法等

について講座等を実施することにより、デジタ

ルデバイドを解消し、オンライン手続きや申請

の利用を推進します。 

・スマートフォン講座の

開催 

Ｒ６～Ｒ１０ 

（２）内部事務のデジタル化、情報システムの最適化 電子決裁率 

 

情報共有ツー

ルの活用

（Teams 等） 

Teams などを活用し、組織内の迅速かつ効率的な

情報共有を図るとともに、内部調整や意思決定

を効率化します。また、対面だけではない職員

間のコミュニケーションを増やします。 

・Teams、Outlook の活

用 

Ｒ６～Ｒ１０ 令和４年度 

４０．４％ 

令和１０年度 

５０.０％ 



１９ 

 

項

目 
実施計画 内容 具体的手法 対応見込期間 現状値 目標値 

 
内部情報シス

テムの最適化 

内部情報システムの運用またはシステム自体を

見直し、業務を効率化します。 

・最適な内部情報システ

ムの構築 

Ｒ６～Ｒ７ 

 

文書の電子化

推進（電子決

裁、ペーパー

レス） 

添付資料の最適化を図るとともに資料の作成時

から電子化を意識し、電子決裁を増やします。

また、簡易なものについては Teams などのデジ

タルツールを活用し、意思決定を行います。 

・電子決裁の推進 

・LoGo フォーム、Teams

の活用 

Ｒ６～Ｒ１０ 

 

テレワーク推

進 

テレワークを利用しやすい職場の雰囲気の醸成

と、デジタルツールを活用した情報共有を積極

的に進めることにより、テレワーク活用に向け

た環境づくりを推進します。 

・環境整備 

・Teams の活用 

Ｒ６～Ｒ１０ 

 

基幹業務シス

テムの標準化

への対応 

Fit＆Gap の実施により洗い出された Gap の部

分について、業務手順の見直しと自動化を図る

ことにより、業務改善とサービスレベルの適正

化に務めます。 

また、導入にあたっては、県による支援を積極

的に活用します。 

・業務手順の見直し 

・県のサポートの活用 

Ｒ６～Ｒ７   

 

情報システム

の最適化と導

入支援 

パッケージシステムを最優先にするのではな

く、データ連携のしやすさなど業務効率化に最

適なシステムの導入または開発の支援をしま

す。 

また、既存のツールを活用してできるものにつ

いては、内製化によるシステムづくりのサポー

トを行います。 

 

・伴走型サポート 

・ＩＴ企業との連携協定 

・システム導入ガイド

ラインのバージョン

アップ 

 

Ｒ６～Ｒ１０ 



２０ 

 

項

目 
実施計画 内容 具体的手法 対応見込期間 現状値 目標値 

 

業務の標準

化・マニュア

ル化 

業務の標準化・マニュアル化を進め、例外処理

の洗い出しをした上で、システムの導入の余地

を検討します。 

 

・業務マニュアルの作成 

・例外処理の洗い出し 

 

Ｒ６～Ｒ７ 

（３）デジタル人材の育成 デジタル人材育成計画の策定 

 
デジタル人材

育成計画 

デジタル人材の計画的な育成のため、長期的な

人材育成計画を策定します。 

・計画の策定 Ｒ６～Ｒ１０ 令和５年度 

未策定 

令和１０年度 

策定済み 

 

外部人材の登

用 

デジタル化および自動化に精通した外部人材に

よる、職員の意識改革につながる研修の実施や、

新たな自動化の手法の導入における伴走型での

支援により、内部人材の育成を図ります。 

・フェローによる研修お

よび提案 

・ＩＴ企業との連携協定 

Ｒ６～Ｒ１０ 

 

職員へのサポ

ート 

リテラシーの低い職員には丁寧にサポートし、

自動化による効果を実感してもらうことによ

り、職員全体のリテラシーを向上を図ります。 

また、デジタルリテラシーに関する Web 学習ツ

ールを活用して、いつでもどこでも学習できる

環境を整えます。 

・伴走型サポート 

・研修の実施 

Ｒ６～Ｒ１０ 

（４）新たな技術の研究・活用 オープンデータ公開自動化数 

 

ＡＩ・ＲＰＡ RPA を利用した単純作業の自動化によるミスの

防止。生成 AI 等の新技術を利用した今まで自動

化できなかった分野での業務の自動化を進めま

す。 

・RPA、生成 AIの活用 Ｒ６～Ｒ１０ 令和４年度 

５件 

令和１０年度 

２０件 

 

マイナンバー

制度（独自利

用、公的個人

認証） 

マイナンバー制度の活用の可能性を探り、独自

利用や公的個人認証を利用した自動化を研究し

ます。 

・マイナンバーカードの

独自利用 

・公的個人認証 

Ｒ６～Ｒ１０ 



２１ 

 

項

目 
実施計画 内容 具体的手法 対応見込期間 現状値 目標値 

 

オープンデー

タ 

データはできるだけ再利用可能な形で公開する

ことにより、民間による新たなサービスの創造

を促進します。それと同時に、データをダッシ

ュボード化するなど、市民が理解と分析が容易

になるようデータの見える化を進めます。また、

職員の負荷を減らすため、外部人材を活用する

ことにより、データの作成と公開を自動化する

仕組みを作ります。 

・ＩＴ企業との連携協定 

・ホームページの見直し 

Ｒ６ 

（５）全庁的な自動化推進の取り組み 
鯖江市ＤＸ推進基本方針・計

画の理解度 

 

全庁的な自動

化推進の取り

組み 

職員それぞれが業務自動化における役割を理解

することにより、業務プロセスの見直しや人材

育成に向けて全庁的に取り組んでいきます。 

・鯖江市ＤＸ推進基本方

針・計画の周知、研修 

Ｒ６～Ｒ１０ 令和５年度 

未調査 

令和１０年度 

１００％ 

 

 



２２ 
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